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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
中心周波数が互いに異なる複数の超音波パルスが超音波プローブによって被検体に送信さ
れることで受信された、それぞれの受信エコーを取得する第１の受信エコー取得手段と、
前記複数の超音波パルスを合成した合成パルスと同じ周波数成分の特性を有する超音波パ
ルスを前記被検体に送信し、受信エコーを取得する第２の受信エコー取得手段と、
前記第１の受信エコー取得手段により取得された受信エコーおよび前記第２の受信エコー
取得手段により取得された受信エコーを合成することにより合成信号を生成する受信エコ
ー合成手段と、
前記合成信号から前記被検体からのエコーの画像を生成する画像生成手段と、
を備えることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
前記第１の受信エコー取得手段は、前記複数の超音波パルスとして、前記周波数スペクト
ルの中心周波数、振幅および帯域のうち少なくとも１つを異ならせることを特徴とする請
求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
前記第１の受信エコー取得手段は、前記複数の超音波パルスを送信する際、前記中心周波
数に加え、前記複数の超音波パルス毎に位相、送信開口および送信焦点のうち少なくとも
１つを異ならせることを特徴とする請求項２に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
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前記第１の受信エコー取得手段は、前記複数の超音波パルスとして２つの超音波パルスを
送信する場合、一方の超音波パルスのパルス波形を位相反転させることを特徴とする請求
項３に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
前記送信開口を、各超音波パルスを送信する超音波振動子群の正の偶数倍とすることを特
徴とする請求項３に記載の超音波診断装置。
【請求項６】
前記送信開口を、前記超音波振動子群の２倍とすることを特徴とする請求項５に記載の超
音波診断装置。
【請求項７】
前記第１の受信エコー取得手段は、前記複数の超音波パルスを、互いの周波数帯域が重な
らないように設定することを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項８】
前記複数の超音波パルスの各中心周波数を、２以上の整数倍に設定することを特徴とする
請求項７に記載の超音波診断装置。
【請求項９】
前記受信エコー合成手段は、前記第１の受信エコー取得手段により取得された受信エコー
および前記第２の受信エコー取得手段により取得された受信エコーを、加減算を含む処理
により合成するように構成されることを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
前記受信エコー合成手段は、前記第１の受信エコー取得手段により取得された受信エコー
および前記第２の受信エコー取得手段により取得された受信エコーの少なくとも１つの振
幅補正を行なうように構成されることを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項１１】
前記受信エコー合成手段は、前記第１の受信エコー取得手段により取得された受信エコー
および前記第２の受信エコー取得手段により取得された受信エコーの少なくとも１つの位
相補正を行なうように構成されることを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項１２】
前記第１の受信エコー取得手段により取得された受信エコーおよび前記第２の受信エコー
取得手段により取得された受信エコーの少なくとも１つから前記被検体の組織画像を生成
する組織画像生成手段と、前記画像および前記組織画像を表示させる表示手段と、を備え
ることを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項１３】
前記第２の受信エコー取得手段は、前記複数の超音波パルスを合成した合成パルスと同じ
周波数成分の特性を有する超音波パルスを超音波プローブから送信するための制御信号を
生成するように構成されることを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項１４】
前記第２の受信エコー取得手段は、前記複数の超音波パルスを合成した超音波パルスと同
じ周波数成分の特性を有する超音波パルスを送信音場として合成するように構成されるこ
とを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項１５】
前記第１の受信エコー取得手段は、超音波プローブのチャンネルを切換えることにより前
記複数の超音波パルスをそれぞれ送信するように構成される一方、前記第２の受信エコー
取得手段は、前記複数の超音波パルスの送信に用いられたチャンネルを用いることにより
前記送信音場を合成するように構成されることを特徴とする請求項１４に記載の超音波診
断装置。
【請求項１６】
超音波診断装置に含まれるコンピュータを、
中心周波数が互いに異なる複数の超音波パルスが超音波プローブから被検体に送信される
ことによって前記超音波プローブで受信されたそれぞれの受信エコーを前記超音波プロー
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ブから取得する第１の受信エコー取得手段、
前記複数の超音波パルスを合成した合成パルスと同じ周波数成分の特性を有する超音波パ
ルスが前記超音波プローブから前記被検体に送信されることによって前記超音波プローブ
で受信された受信エコーを前記超音波プローブから取得する第２の受信エコー取得手段、
前記第１の受信エコー取得手段により取得された受信エコーおよび前記第２の受信エコー
取得手段により取得された受信エコーを合成することにより合成信号を生成する受信エコ
ー合成手段、および
前記合成信号から前記被検体からのエコーの画像を生成する画像生成手段、
として機能させることを特徴とする超音波診断装置の制御プログラム。
【請求項１７】
前記第１の受信エコー取得手段は、前記複数の超音波パルスとして、前記周波数スペクト
ルの中心周波数、振幅および帯域のうち少なくとも１つを異ならせることを特徴とする請
求項１６に記載の超音波診断装置の制御プログラム。
【請求項１８】
前記第１の受信エコー取得手段は、前記複数の超音波パルスを送信する際、前記中心周波
数に加え、前記複数の超音波パルス毎に位相、送信開口および送信焦点のうち少なくとも
１つを異ならせることを特徴とする請求項１７に記載の超音波診断装置の制御プログラム
。
【請求項１９】
前記第１の受信エコー取得手段は、前記複数の超音波パルスとして２つの超音波パルスを
送信する場合、一方の超音波パルスのパルス波形を位相反転させることを特徴とする請求
項１８に記載の超音波診断装置の制御プログラム。
【請求項２０】
前記送信開口を、各超音波パルスを送信する超音波振動子群の正の偶数倍とすることを特
徴とする請求項１８に記載の超音波診断装置の制御プログラム。
【請求項２１】
前記送信開口を、前記超音波振動子群の２倍とすることを特徴とする請求項２０に記載の
超音波診断装置の制御プログラム。
【請求項２２】
前記第１の受信エコー取得手段は、前記複数の超音波パルスを、互いの周波数帯域が重な
らないように設定することを特徴とする請求項１６に記載の超音波診断装置の制御プログ
ラム。
【請求項２３】
前記複数の超音波パルスの各中心周波数を、２以上の整数倍に設定することを特徴とする
請求項２２に記載の超音波診断装置の制御プログラム。
【請求項２４】
前記受信エコー合成手段は、前記第１の受信エコー取得手段により取得された受信エコー
および前記第２の受信エコー取得手段により取得された受信エコーを、加減算を含む処理
により合成することを特徴とする請求項１６に記載の超音波診断装置の制御プログラム。
【請求項２５】
前記受信エコー合成手段は、前記第１の受信エコー取得手段により取得された受信エコー
および前記第２の受信エコー取得手段により取得された受信エコーの少なくとも１つの振
幅補正を行なうことを特徴とする請求項１６に記載の超音波診断装置の制御プログラム。
【請求項２６】
前記受信エコー合成手段は、前記第１の受信エコー取得手段により取得された受信エコー
および前記第２の受信エコー取得手段により取得された受信エコーの少なくとも１つの位
相補正を行なうことを特徴とする請求項１６に記載の超音波診断装置の制御プログラム。
【請求項２７】
前記コンピュータを、前記第１の受信エコー取得手段により取得された受信エコーおよび
前記第２の受信エコー取得手段により取得された受信エコーの少なくとも１つから前記被
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検体の組織画像を生成する組織画像生成手段、および、
前記画像および前記組織画像を表示させる表示手段、
として機能させることを特徴とする請求項１６に記載の超音波診断装置の制御プログラム
。
【請求項２８】
前記第２の受信エコー取得手段は、前記複数の超音波パルスを合成した合成パルスと同じ
周波数成分の特性を有する超音波パルスを超音波プローブから送信するための制御信号を
生成することを特徴とする請求項１６に記載の超音波診断装置の制御プログラム。
【請求項２９】
前記第２の受信エコー取得手段は、前記複数の超音波パルスを合成した超音波パルスと同
じ周波数成分の特性を有する超音波パルスを送信音場として合成することを特徴とする請
求項１６に記載の超音波診断装置の制御プログラム。
【請求項３０】
前記第１の受信エコー取得手段は、超音波プローブのチャンネルを切換えることにより前
記複数の超音波パルスをそれぞれ送信する一方、前記第２の受信エコー取得手段は、前記
複数の超音波パルスの送信に用いられたチャンネルを用いることにより前記送信音場を合
成することを特徴とする請求項２９に記載の超音波診断装置の制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検体内に超音波パルスを照射し、被検体内で生じた超音波エコーを受信し
て各種処理を行なうことにより被検体内の生体情報を得る超音波診断装置に係り、特に造
影剤を用いたコントラストエコー法による撮像を行なうことが可能な超音波診断装置およ
び超音波診断装置の制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、超音波プローブに内蔵された圧電振動子（超音波振動子）から被検
体内に超音波パルスを照射し、被検体内で生じた超音波エコーを圧電振動子で受信して各
種処理を行なうことにより被検体内の生体組織の断層画像や血流画像等の生体情報を得る
装置である。
【０００３】
　この超音波診断装置による撮影法の一つに、コントラストエコー法と称される撮影手法
がある。コントラストエコー法は、被検体の血管内に造影剤としてマイクロバブルを投与
することで、超音波散乱エコーの増強を図るものである。コントラストエコー法による撮
像では、所定の周波数スペクトルを有する超音波パルスが照射され、造影剤であるマイク
ロバブルから得られる超音波エコーの非線形成分が映像化に用いられる（例えば、特許文
献１参照。）。
【特許文献１】特開平８－１８２６８０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来のコントラストエコー法における撮像技術では、被検体内に投与さ
れたバブルの一部しか映像化に寄与していない。これは、照射する超音波パルスの周波数
を一定にした場合、超音波エコーに含まれる非線形成分の信号強度がバブルの半径に強く
依存することに起因する。つまり、バブルの共鳴周波数が、その半径によって異なること
から、被検体内に投与されたバブルのうち、送信した超音波パルスの周波数に共鳴する半
径を有する一部のバブルしか映像化に利用できていない。
【０００５】
　このため、より多くの異なる半径のバブルからの超音波エコーを取得して映像化するこ
とが感度の観点から望まれる。
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【０００６】
　一方で、バブルは送信される超音波パルスによって破壊されてしまうという問題がある
。このため、コントラストエコー法における撮影では、非造影撮影において通常用いられ
る超音波パルスに比べて１／１０程度の振幅しかもたない非常に強度が弱い超音波パルス
が撮影用に用いられている。従って、特に深部で感度が不足する恐れがあるという問題が
ある。特に、バブルを壊さないような低音圧の超音波パルスを用いたＬｏｗ　ＭＩ（ｍｅ
ｃｈａｎｉｃａｌ　ｉｎｄｅｘ）モード撮影においては、現実に感度が不足している。
【０００７】
　また、バブルからの超音波エコーに含まれる非線形成分としてセカンドハーモニック（
２次高調波）成分を映像化に使用する技術も考案されている。しかし、この技術では、生
体組織からのティッシュハーモニック成分も映像化されてしまうため、バブルによる血流
の染影が見にくいという問題がある。
【０００８】
　本発明はかかる従来の事情に対処するためになされたものであり、より高感度でバブル
による染影を容易に認識することが可能な超音波診断装置および超音波診断装置の制御プ
ログラムを提供することを目的とする。
【０００９】
　また、本発明はかかる従来の事情に対処するためになされたものであり、超音波画像の
モーションアーチファクトを軽減することができる超音波診断装置および超音波診断装置
の制御プログラムを提供することを目的とする。
【００１０】
　さらに、本発明はかかる従来の事情に対処するためになされたものであり、バブルエコ
ーの信号強度を増大できる一方、組織エコーの信号強度を低減できる超音波診断装置およ
び超音波診断装置の制御プログラムを提供することを目的とする。
【００１１】
　加えて、本発明はかかる従来の事情に対処するためになされたものであり、超音波画像
上に現れる縦スジを薄くすることができる超音波診断装置および超音波診断装置の制御プ
ログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明に係る超音波診断装置は、上述した課題を解決するために、請求項１に記載した
ように、中心周波数が互いに異なる複数の超音波パルスが超音波プローブによって被検体
に送信されることで受信された、それぞれの受信エコーを取得する第１の受信エコー取得
手段と、前記複数の超音波パルスを合成した合成パルスと同じ周波数成分の特性を有する
超音波パルスを前記被検体に送信し、受信エコーを取得する第２の受信エコー取得手段と
、前記第１の受信エコー取得手段により取得された受信エコーおよび前記第２の受信エコ
ー取得手段により取得された受信エコーを合成することにより合成信号を生成する受信エ
コー合成手段と、前記合成信号から前記被検体からのエコーの画像を生成する画像生成手
段と、を備える。
【００１３】
　本発明に係る超音波診断装置の制御プログラムは、上述した課題を解決するために、請
求項１６に記載したように、超音波診断装置に含まれるコンピュータを、中心周波数が互
いに異なる複数の超音波パルスが超音波プローブから被検体に送信されることによって前
記超音波プローブで受信されたそれぞれの受信エコーを前記超音波プローブから取得する
第１の受信エコー取得手段、前記複数の超音波パルスを合成した合成パルスと同じ周波数
成分の特性を有する超音波パルスが前記超音波プローブから前記被検体に送信されること
によって前記超音波プローブで受信された受信エコーを前記超音波プローブから取得する
第２の受信エコー取得手段、前記第１の受信エコー取得手段により取得された受信エコー
および前記第２の受信エコー取得手段により取得された受信エコーを合成することにより
合成信号を生成する受信エコー合成手段、および前記合成信号から前記被検体からのエコ
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ーの画像を生成する画像生成手段、として機能させる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明に係る超音波診断装置および超音波診断装置の制御プログラムにおいては、より
高感度でバブルによる染影を容易に認識することができる。
【００１５】
　また、本発明に係る超音波診断装置および超音波診断装置の制御プログラムにおいては
、超音波画像のモーションアーチファクトを軽減することができる。
【００１６】
　さらに、本発明に係る超音波診断装置および超音波診断装置の制御プログラムにおいて
は、バブルエコーの信号強度を増大できる一方、組織エコーの信号強度を低減できる。
【００１７】
　加えて、本発明に係る超音波診断装置および超音波診断装置の制御プログラムにおいて
は、超音波画像上に現れる縦スジを薄くすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明に係る超音波診断装置および超音波診断装置の制御プログラムの実施形態につい
て添付図面を参照して説明する。
【００１９】
　図１は、本発明に係る超音波診断装置の第１の実施形態を示す構成図である。
【００２０】
　第１の実施形態の超音波診断装置１は、装置本体２に超音波プローブ３と、モニタ４と
を設けて構成される。装置本体２は、送受信部５、Ａ／Ｄ（ａｎａｌｏｇ　ｔｏ　ｄｉｇ
ｉｔａｌ）コンバータ６、信号処理部７、検波部８、スキャンシーケンス制御部９、シス
テム制御部１０および表示部１１を備えている。装置本体２の各構成要素は、回路により
、または制御プログラムをコンピュータのＣＰＵ（ｃｅｎｔｒａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎ
ｇ　ｕｎｉｔ）に読み込ませて構築することができる。
【００２１】
　超音波プローブ３は、複数の超音波振動子を備えている。各超音波振動子は、送受信部
５から電気パルスとして印加された送信信号を超音波パルスに変換して図示しない被検体
内に送信する一方、被検体内部に送信された超音波パルスによって生じた超音波エコーを
受信して電気信号である受信エコーとして送受信部５に与える機能を有する。
【００２２】
　送受信部５は、スキャンシーケンス制御部９からスキャンシーケンスとして与えられた
制御信号に従って送信信号を超音波プローブ３の各超音波振動子に与えることにより、超
音波プローブ３から所定の特性をもった超音波パルスが送信されるように超音波プローブ
３を制御する機能を有する。また、超音波プローブ３から受信エコーを受けて遅延処理、
整相加算処理等の所定の前処理を行なった後、Ａ／Ｄコンバータ６に与える機能を有する
。
【００２３】
　スキャンシーケンス制御部９は、送受信部５にスキャンシーケンスとして制御信号を与
えることによって、超音波プローブ３から所定の周波数スペクトル（周波数成分）に該当
する超音波パルスが送信されるように送受信部５を制御する機能を有する。具体的には、
スキャンシーケンス制御部９は、中心周波数、振幅、周波数帯域のうち少なくとも１つが
異なる複数の周波数スペクトルに該当する複数の超音波パルスが超音波プローブ３から順
次送信されるように、送受信部５に制御信号を与えて制御する機能を有する。また、スキ
ャンシーケンス制御部９は、複数の超音波パルスを順次送信させる際、複数の超音波パル
ス毎に位相、送信開口および送信焦点のうち少なくとも１つを異ならせて順次送信させる
こともできる。
【００２４】
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　特に、スキャンシーケンス制御部９は、周波数スペクトルが互いに異なる複数の超音波
パルスおよびそれらを線形演算して合成される超音波パルスと同じ周波数成分の特性を反
映した超音波パルスが順次送信されるようにスキャンシーケンスを設定するように構成さ
れる。
【００２５】
　Ａ／Ｄコンバータ６は、送受信部５から受けたアナログの受信エコーをデジタルの受信
エコーに変換して信号処理部７または検波部８に与える機能を有する。
【００２６】
　信号処理部７は、Ａ／Ｄコンバータ６から受けた受信エコーに対する信号処理を実施す
る機能と、信号処理によって得られた合成信号を検波部８に与える機能を有する。具体的
には、信号処理部７は、周波数スペクトルが異なる各超音波パルスに対応する受信エコー
を合成し、合成信号を生成する信号処理を行なうように構成される。
【００２７】
　検波部８は、信号処理部７またはＡ／Ｄコンバータ６から必要なパルス信号または受信
エコーを取得し、取得したパルス信号または受信エコーの包絡線検波を行ない、検波結果
を検波信号として表示部１１に与える機能を有する。特に、検波部８は、コントラストエ
コー法によるマイクロバブルを用いた造影（ｃｏｎｔｒａｓｔ）画像用に信号処理部７か
らパルス信号を取得して検波信号を生成する一方、造影画像の背景となる組織（Ｂ－ｍｏ
ｄｅ）画像用にＡ／Ｄコンバータ６から所定の受信エコーを取得して検波信号を生成する
ように構成される。
【００２８】
　なお、信号処理部７と検波部８との配置を逆転させてもよい。その場合、検波部８は、
Ａ／Ｄコンバータ６から必要な受信エコーを取得し、取得した受信エコーの包絡線検波を
行なう。また、信号処理部７は、検波部８から受けた受信エコーに対する信号処理を実施
する。
【００２９】
　表示部１１は、ＤＳＣ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｃａｎ　ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ）を備えてい
る。表示部１１は、検波部８から受けた検波信号からモニタ表示用の映像信号を生成し、
生成した映像信号をモニタ４に与えて表示させる機能を有する。表示部１１は、ＤＳＣに
よって検波部８から受けた検波信号を超音波スキャンの走査方式から表示用のテレビ走査
方式に変換するように構成される。
【００３０】
　システム制御部１０は、装置本体２内の各構成要素である送受信部５、Ａ／Ｄコンバー
タ６、信号処理部７、検波部８、スキャンシーケンス制御部９に制御信号を与えることに
より統括制御する機能を有する。
【００３１】
　次に超音波診断装置１の作用について説明する。
【００３２】
　図２は、図１に示す超音波診断装置１によりマイクロバブルを造影剤として用いたコン
トラストエコー法による血流の映像化を行なう際の手順を示すフローチャートであり、図
中Ｓに数字を付した符号はフローチャートの各ステップを示す。
【００３３】
　まず予め、被検体にマイクロバブルからなる造影剤が投与される。そして、様々な半径
を有する多数のマイクロバブルが、血管等の撮像対象部位に導入される。
【００３４】
　そして、ステップＳ１において、例えば互いに異なる中心周波数ｆ１，ｆ２を有する超
音波パルスｐ１，ｐ２が超音波プローブ３から被検体内の撮影対象部位にそれぞれ異なる
タイミングで送信される。そして、撮影対象部位においてマイクロバブルによりそれぞれ
生じた超音波エコーが超音波プローブ３において受信され、受信エコーＥ１，Ｅ２として
信号処理部７において取得される。
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【００３５】
　すなわち、スキャンシーケンス制御部９が、中心周波数ｆ１の超音波パルスｐ１と中心
周波数ｆ２の超音波パルスｐ２が超音波プローブ３から一定の間隔で順次送信されるよう
にスキャンシーケンスを生成する。ただし、中心周波数ｆ２は、中心周波数ｆ１と異なる
値に設定される。
【００３６】
　スキャンシーケンス制御部９は、生成したスキャンシーケンスを送受信部５に与える。
そうすると、送受信部５は、スキャンシーケンス制御部９から受けたスキャンシーケンス
に従って送信信号を生成し、生成した送信信号を超音波プローブ３の各超音波振動子に与
える。このため、超音波プローブ３からは、中心周波数ｆ１の超音波パルスｐ１と中心周
波数ｆ２（ｆ２≠ｆ１）の超音波パルスｐ２が被検体内の撮影対象部位にそれぞれ送信さ
れる。
【００３７】
　撮影対象部位には、異なる半径を有するマイクロバブルが多数存在するため、マイクロ
バブルや組織に超音波パルスが反射することによって生じた超音波エコーが、超音波プロ
ーブ３において受信される。超音波プローブ３において受信された、２つの超音波パルス
ｐ１、ｐ２に対応する各超音波エコーは、電気信号である受信エコーＥ１，Ｅ２に変換さ
れて順次送受信部５に与えられる。
【００３８】
　送受信部５は、超音波プローブ３から受けた各受信エコーＥ１，Ｅ２をＡ／Ｄコンバー
タ６に順次与える。Ａ／Ｄコンバータ６では、送受信部５から与えられたアナログの受信
エコーＥ１，Ｅ２からデジタルの受信エコーＥ１，Ｅ２にそれぞれ変換される。デジタル
化された各受信エコーＥ１，Ｅ２は、Ａ／Ｄコンバータ６から順次信号処理部７に与えら
れる。
【００３９】
　信号処理部７は、Ａ／Ｄコンバータ６から受けた各受信エコーＥ１，Ｅ２に対して遅延
処理、整相加算処理等の所定の処理を行なう。そして、信号処理部７には、２種類の送信
超音波パルスｐ１，ｐ２にそれぞれ対応する受信エコーＥ１，Ｅ２が一時的に保存される
。
【００４０】
　図３は、図１に示す超音波診断装置１の超音波プローブ３から順次送信される複数の超
音波パルスに対応する周波数スペクトルの一例を示す模式図であり、図４は、図３に示す
各超音波パルスの送信によってそれぞれ得られるバブルからの受信エコーの周波数スペク
トルの一例を示す模式図である。
【００４１】
　図３および図４の横軸は、周波数を示す。図３に示すように中心周波数ｆ１の超音波ス
ペクトルを有する超音波パルスｐ１と、中心周波数ｆ２の超音波スペクトルを有する超音
波パルスｐ２とがそれぞれ超音波プローブ３から被検体内のマイクロバブルに向けて順次
送信される。
【００４２】
　そうすると、撮影対象部位に存在するマイクロバブルの半径は、異なる値に分布してい
るが、送信された超音波パルスの各周波数スペクトルに対応して共鳴する半径を有するマ
イクロバブルから基本波帯域を含む広い領域において非線形信号成分が得られる。つまり
、送信される各超音波パルスのそれぞれの中心周波数を互いに異なる値に設定し、各周波
数スペクトルをシフトさせることで、基本波帯域を含む広い領域において、より多くの半
径を有するマイクロバブルから非線形成分を得ることができる。
【００４３】
　このため、受信エコーＥ１，Ｅ２のうちマイクロバブルからそれぞれ得られる非線形成
分であるバブルエコーＥｂ１，Ｅｂ２は、図４に示すように、それぞれ互いに異なる中心
周波数ｆ１、ｆ２の周波数スペクトルをもつことになる。一方、受信エコーＥ１，Ｅ２の
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うち生体組織からそれぞれ得られるクラッタ成分の組織エコーＥｃ１，Ｅｃ２は、基本波
帯域ではほぼ線形成分のみになると考えられる。
【００４４】
　次に、ステップＳ２において、超音波パルスｐ１と超音波パルスｐ２を加算して得られ
る超音波パルスｐ３が超音波プローブ３から送信され、受信エコーＥ３が信号処理部７に
おいて取得される。この超音波パルスｐ３の送信および受信エコーＥ３の取得は、超音波
パルスｐ１および超音波パルスｐ２の送信並びに受信エコーＥ１，Ｅ２の取得と同様に、
スキャンシーケンス制御部９の制御下において行なわれる。
【００４５】
　すなわち、図３のような周波数スペクトルを有する超音波パルスｐ３が超音波プローブ
３から送信される。そうすると、超音波パルスｐ１，ｐ２を送信した場合と同様に、基本
波帯域を含む広い領域における非線形成分として図４に示すような超音波パルスｐ３の周
波数スペクトルに応じた周波数スペクトルを有するバブルエコーＥｂ３が取得される。ま
た、超音波パルスｐ３により得られた受信エコーＥ３のうち、生体組織から得られるクラ
ッタ成分の組織エコーＥｃ３は、受信エコーＥ１，Ｅ２のそれぞれのクラッタ成分である
各組織エコーＥｃ１，Ｅｃ２と同様に基本波帯域ではほぼ線形成分のみになると考えられ
る。
【００４６】
　このようにして、周波数スペクトルが互いに異なる２つの超音波パルスｐ１，ｐ２と、
この２つの超音波パルスｐ１，ｐ２を加算して得られる超音波パルスｐ３の３種類の超音
波パルスｐ１，ｐ２，ｐ３が超音波プローブ３から順次送信される。そして、各超音波パ
ルスｐ１，ｐ２，ｐ３にそれぞれ対応する受信エコーＥ１，Ｅ２，Ｅ３が取得されて信号
処理部７に一時的に保存される。また、各受信エコーＥ１，Ｅ２，Ｅ３は基本波帯域にお
いて、それぞれ非線形成分であるバブルエコーＥｂ１，Ｅｂ２，Ｅｂ３と線形成分とみな
せる組織エコーＥｃ１，Ｅｃ２，Ｅｃ３とを含んでいる。なお、説明の便宜上、送信順序
を超音波パルスｐ１，ｐ２，ｐ３の順とするが、送信順序は、超音波パルスｐ１，ｐ２，
ｐ３の順に限定されるものではない。
【００４７】
　次に、ステップＳ３において、信号処理部７において、受信エコーＥ１，Ｅ２，Ｅ３の
線形演算が実施される。すなわち、信号処理部７は、受信エコーＥ１と受信エコーＥ２と
を加算し、受信エコーＥ３を減算する。前述のように各受信エコーＥ１，Ｅ２，Ｅ３はそ
れぞれ式（１－１）、式（１－２）および式（１－３）に示すようにバブルエコーＥｂ１
，Ｅｂ２，Ｅｂ３と組織エコーＥｃ１，Ｅｃ２，Ｅｃ３とを含んでいる。  
　　［数１］
　　Ｅ１＝Ｅｃ１＋Ｅｂ１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（１－１）
　　Ｅ２＝Ｅｃ２＋Ｅｂ２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（１－２）
　　Ｅ３＝Ｅｃ３＋Ｅｂ３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（１－３）
【００４８】
　また、組織エコーＥｃ３は、組織エコーＥｃ１および組織エコーＥｃ２にそれぞれ対応
する２つの超音波パルスｐ１，ｐ２を加算して得られる超音波パルスｐ３に対応しており
、かつ各組織エコーＥｃ１，Ｅｃ２，Ｅｃ３は、ほぼ線形成分のみとみなせるため、式（
２）が成立する。  
　　［数２］
　　Ｅｃ３＝Ｅｃ１＋Ｅｃ２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（２）
【００４９】
　一方、各バブルエコーＥｂ１，Ｅｂ２，Ｅｂ３は非線形成分であるため、式（３）が成
立する。  
　　［数３］
　　Ｅｂ３≠Ｅｂ１＋Ｅｂ２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（３）
【００５０】
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　式（１－１）、式（１－２）、式（１－３）、式（２）および式（３）より、受信エコ
ーＥ１と受信エコーＥ２とを加算し、受信エコーＥ３を減算すると式（４）のようになる
。  
　　［数４］
　　Ｅ１＋Ｅ２－Ｅ３＝Ｅｃ１＋Ｅｂ１＋Ｅｃ２＋Ｅｂ２－Ｅｃ３－Ｅｂ３
　　　　　　　　　　＝Ｅｂ１＋Ｅｂ２－Ｅｂ３
　　　　　　　　　　＝Ｅｂ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（４）
【００５１】
　すなわち、受信エコーＥ１と受信エコーＥ２とを加算し、受信エコーＥ３を減算した結
果は、各受信エコーＥ１，Ｅ２，Ｅ３の基本波帯域における非線形成分であるバブルエコ
ーのみの成分を含むパルス信号Ｅｂとなる。つまり、線形演算により、基本波帯域ではほ
ぼ線形成分のみで構成されるとみなせる各組織エコーＥｃ１，Ｅｃ２，Ｅｃ３を各受信エ
コーＥ１，Ｅ２，Ｅ３から除去することができる。
【００５２】
　一方、バブルエコーＥｂ１，Ｅｂ２，Ｅｂ３は、基本波帯域において組織エコーＥｃ１
，Ｅｃ２，Ｅｃ３に比べて信号強度が一般的に強い。また、基本波帯域におけるバブルの
超音波に対する非線形応答が多く存在することから、バブルからの非線形成分であるバブ
ルエコーが線形演算によりパルス信号Ｅｂとして残存することとなる。
【００５３】
　そして、このような信号処理によって得られたパルス信号Ｅｂは、信号処理部７から検
波部８に与えられる。
【００５４】
　次に、ステップＳ４において、パルス信号Ｅｂの基本波帯域が映像化帯域として映像化
される。なお、パルス信号Ｅｂの映像化帯域を図５に示す。そのために、検波部８は、パ
ルス信号Ｅｂの包絡線検波を行ない、検波結果を検波信号として表示部１１に与える。そ
して、表示部１１は、検波部８から受けた検波信号からモニタ表示用の映像信号を生成し
、生成した映像信号をモニタ４に与えて表示させる。
【００５５】
　この結果、モニタ４には、被検体の血管の造影剤による造影画像が表示される。この造
影画像は、線形演算により基本波帯域に残った非線形成分から生成されたため、組織から
のエコーが抑圧される一方、バブルからのエコーが選択的に映像化に用いられている。し
かも、径の異なるバブルからのエコーが映像化に用いられているため、造影血管がより良
好に描出された造影画像となる。
【００５６】
　ところで、このような組織エコーを抑圧した造影画像では、断面を良好に設定ないし保
持するのが困難な場合がある。
【００５７】
　そこで、ステップＳ５において、造影画像とともに組織画像が生成されて表示される。
組織画像の生成には、造影画像の生成用に用いた線形加算前の受信エコーを利用すること
ができる。
【００５８】
　図６は、図１に示す超音波診断装置１において造影画像用データとして用いる受信エコ
ーと背景の組織画像用データとして用いる受信エコーとの信号の流れを示したブロック図
である。
【００５９】
　図６に示すように、受信エコーＥ１，Ｅ２，Ｅ３がそれぞれ信号処理部７に導かれて、
線形加算の対象とされた後、造影（ｃｏｎｔｒａｓｔ）画像用の信号として検波部８に出
力される。そして、この造影画像用のパルス信号から得られた検波信号が表示部１１に与
えられて造影画像となってモニタ４に表示される。
【００６０】
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　ここで、信号処理部７における線形加算前の任意の受信エコー、例えば受信エコーＥ１
が組織（Ｂ－ｍｏｄｅ）画像用の信号として、検波部８により取得される。そして、検波
部８において、受信エコーＥ１に含まれる組織エコー成分が検波され、組織画像用の検波
信号として表示部１１に与えられる。さらに、表示部１１により検波信号から組織画像の
映像信号がモニタ表示用に生成され、生成された映像信号がモニタ４に与えられることに
より組織画像が表示される。
【００６１】
　つまり、信号処理部７、検波部８および表示部１１において受信エコーを並列に取り扱
うことにより、造影画像のみならず組織画像を生成して表示させることができる。このよ
うに生成された造影画像および組織画像は、任意の表示方法でモニタ４に表示させること
ができる。
【００６２】
　図７は、図１に示す超音波診断装置１において造影画像と背景の組織画像とをモニタ４
に並列表示した例を示す模式図である。また、図８は図１に示す超音波診断装置１におい
て造影画像と背景の組織画像とをモニタ４に重畳表示した例を示す模式図である。さらに
、図９は、図１に示す超音波診断装置１において造影画像と背景の組織画像とをモニタ４
に透かし表示した例を示す模式図である。
【００６３】
　図７、図８および図９に示すように、造影画像と組織画像とをそれぞれ並列表示、重畳
表示、透かし表示する他、表示画面を切換えて造影画像と組織画像とを表示させる切換表
示も可能である。
【００６４】
　つまり以上のような超音波診断装置１は、互い異なる周波数分布（周波数スペクトル）
を持つ複数の超音波パルス並びに各超音波パルスを線形加算した超音波パルスをそれぞれ
送信して、前者の超音波パルスに対する受信エコーの加算結果と、後者の超音波パルスに
対する受信エコーとの差分をとり、さらに差分結果の基本波帯域を映像化するものである
。
【００６５】
　このため、組織からのエコーを十分に抑圧するとともに、異なる周波数に反応するバブ
ル、つまり異なる半径を持つバブルからのエコーを映像化することができる。これにより
超音波診断装置１の感度を向上させることができる。
【００６６】
　尚、中心周波数の異なる２つの超音波パルスを送信する例について示したが、中心周波
数の異なるＮ個の超音波パルスおよびＮ個の超音波パルスを合成した超音波パルスを同様
に送信した後、各受信エコーを線形加算するようにしてもよい。
【００６７】
　次に、超音波診断装置１において送信される各超音波パルスの周波数スペクトルの組合
せの変形例について説明する。
【００６８】
　図１０は、図１に示す超音波診断装置１において送信される各超音波パルスの周波数ス
ペクトルの組合せの変形例を示す図である。
【００６９】
　図１０に示すように超音波パルスｐ１、超音波パルスｐ２、超音波パルスｐ３は様々な
周波数スペクトルに設定することができる。超音波パルスｐ１，ｐ２は、中心周波数、振
幅および帯域のうち少なくとも１つを異ならせて設定することができる。また、超音波パ
ルスｐ１，ｐ２は、位相および送信焦点のうち少なくとも１つを異ならせて超音波プロー
ブ３から被検体内のマイクロバブルに向けて順次送信することができる。図１０の例では
、中心周波数ｆ１、振幅Ａ１、帯域Ｂ１の周波数スペクトルを有する超音波パルスｐ１が
、位相Ｃ１、送信焦点Ｆ１で超音波プローブ３から送信される。一方、中心周波数ｆ２、
振幅Ａ２、帯域Ｂ２の周波数スペクトルを有する超音波パルスｐ２が、位相Ｃ２、送信焦
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点Ｆ２で超音波プローブ３から送信される。
【００７０】
　また、超音波パルスｐ１と超音波パルスｐ２とを合成して得られる超音波パルスｐ３は
、超音波パルスｐ１と超音波パルスｐ２とを線形加算し、振幅をＡ倍に変化させ、位相を
“ΔＣ（Ｃ２－Ｃ１）”だけ変化させたものである。
【００７１】
　そして、このような超音波パルスｐ１，ｐ２，ｐ３を送信して得られる受信エコーＥ１
，Ｅ２，Ｅ３が信号処理部７において取得される。
【００７２】
　信号処理部７では、超音波パルスｐ３により得られた受信エコーＥ３の位相を“－ΔＣ
”だけシフトさせる位相補正および振幅を１／Ａ倍にする振幅補正が行なわれる。そして
、式（５）に示すように超音波パルスｐ１および超音波パルスｐ２の送信によりそれぞれ
得られた受信エコーＥ１および受信エコーＥ２の加算結果から位相補正および振幅補正後
における受信エコーＥ３’が減算されることにより、バブルエコーのみの成分を含むパル
ス信号Ｅｂが生成される。  
　　［数５］
　　Ｅｂ＝Ｅ１＋Ｅ２－Ｅ３’　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（５）
【００７３】
　このように、互いに異なる任意の周波数スペクトルを有する複数の超音波パルスと、こ
れらの超音波パルスの全部または一部を線形演算により合成した超音波パルスとを送信し
てもよい。
【００７４】
　つまり、必要に応じて送信される超音波パルスの振幅および位相を任意の値に設定する
一方、送信された超音波パルスの振幅および位相に応じて受信エコーの振幅補正および／
または位相補正を行なうことができる。このため、撮影条件や目的に合致した超音波画像
を生成することが可能となる。
【００７５】
　例えば、造影剤として被検体に注入されたバブルを破壊しない程度に、送信される超音
波パルスの振幅を十分に小さくする一方、受信エコーの振幅を増加させる振幅補正を行な
うことができる。また、対象となる受信エコーを得るために送信される超音波パルスの位
相を互いに反転させ、超音波パルスｐ３を－（超音波パルスｐ１＋超音波パルスｐ２）の
ようにすることもできる。この場合のパルス信号Ｅｂの生成処理は、式（６）のようにな
り、組織からの信号成分が抑制されバブルからの信号成分が残ることとなる。  
　　［数６］
　　Ｅｂ＝Ｅ１＋Ｅ２＋Ｅ３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（６）
【００７６】
　本実施形態の超音波診断装置１およびその制御プログラムによると、生体組織からの超
音波エコーを抑圧しつつ、より多くの異なる半径のバブルからの超音波エコーを映像化す
ることにより、より高感度でバブルによる染影を容易に認識することができる。
【００７７】
　図１１は、本発明に係る超音波診断装置の第２の実施形態を示す構成図である。
【００７８】
　第２の実施形態の超音波診断装置１Ａは、装置本体２Ａに超音波プローブ３と、モニタ
４とを設けて構成される。装置本体２Ａは、送受信部５、Ａ／Ｄコンバータ６、信号処理
部７、検波部８、スキャンシーケンス制御部９Ａ、システム制御部１０および表示部１１
を備えている。装置本体２Ａの各構成要素は、回路により、または制御プログラムをコン
ピュータのＣＰＵに読み込ませて構築することができる。なお、図１１に示す超音波診断
装置１Ａにおいて、図１に示す超音波診断装置１と同一要素には同一符号を付して説明を
省略する。
【００７９】
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　スキャンシーケンス制御部９Ａは、スキャンシーケンス制御部９の機能に加え、互いの
周波数帯域が重ならない超音波パルスｐ１，ｐ４が超音波プローブ３からそれぞれ一定の
間隔で送信されるようにスキャンシーケンスを生成する。なお、超音波パルスｐ１，ｐ４
は、比較的狭い周波数帯域とすることが好適である。
【００８０】
　次に超音波診断装置１Ａの作用について説明する。
【００８１】
　図１２は、図１１に示す超音波診断装置１Ａによりマイクロバブルを造影剤として用い
たコントラストエコー法による血流の映像化を行なう際の手順を示すフローチャートであ
り、図中Ｓに数字を付した符号はフローチャートの各ステップを示す。
【００８２】
　なお、ステップＳ１１乃至Ｓ１３およびステップＳ１５については、超音波パルスｐ２
を超音波パルスｐ４に、超音波パルスｐ３を超音波パルスｐ５にそれぞれ置換することで
、図２を用いて説明したステップＳ１乃至Ｓ３およびステップＳ５をそれぞれ準用する。
また、説明の便宜上、送信順序を超音波パルスｐ１，ｐ４，ｐ５の順とするが、送信順序
は、超音波パルスｐ１，ｐ４，ｐ５の順に限定されるものではない。
【００８３】
　図１３は、ステップＳ１１、Ｓ１２によって超音波プローブ３から順次送信される超音
波パルスｐ１，ｐ４，ｐ５に対応する周波数スペクトルの一例を示す模式図である。なお
、図１３に示す各周波数スペクトルは、図３および図１０に示す各周波数スペクトルの変
形例である。
【００８４】
　図１３の横軸は、周波数を示す。図１３は、中心周波数ｆ１の超音波スペクトルを有す
る超音波パルスｐ１と、中心周波数ｆ４の超音波スペクトルを有する超音波パルスｐ４と
、超音波パルスｐ１，ｐ４を加算して得られる超音波パルスｐ５とを示している。
【００８５】
　ステップＳ１４において、パルス信号Ｅｂの基本波帯域の重ならない帯域が映像化帯域
として映像化される。なお、パルス信号Ｅｂの映像化帯域を図１４に示す。そして、表示
部１１は、検波部８から受けた検波信号からモニタ表示用の映像信号を生成し、生成した
映像信号をモニタ４に与えて表示させる。
【００８６】
　例えば、心臓等の動きのある臓器を映像化する場合、動きの影響によりレートの受信信
号間の各部分に変位が生じる。その結果として基本波が消え残り、超音波画像上にモーシ
ョンアーチファクトを生じさせる。そこで、本実施形態の超音波診断装置１Ａでは、ステ
ップＳ１４による基本波帯域が重ならない帯域、すなわち、組織エコーが存在しない領域
を映像化することで組織エコーを減少させ、超音波画像上のモーションアーチファクトを
低減することができる。
【００８７】
　また、超音波パルスｐ１の中心周波数ｆ１のエコーは、非線形性に由来して整数倍の高
調波成分を含む。よって、超音波パルスｐ４の中心周波数ｆ４を超音波パルスｐ１の中心
周波数ｆ１の２以上の整数倍に設定し、基本波帯域の重ならない帯域を映像化帯域として
映像化することが好適である。
【００８８】
　本実施形態の超音波診断装置１Ａおよびその制御プログラムによると、生体組織からの
超音波エコーを抑圧しつつ、より多くの異なる半径のバブルからの超音波エコーを映像化
することにより、より高感度でバブルによる染影を容易に認識することができる。
【００８９】
　また、本実施形態の超音波診断装置１Ａおよびその制御プログラムによると、基本波成
分が映像化帯域に含まれないように設定することで、超音波画像のモーションアーチファ
クトを軽減することができる。
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【００９０】
　図１５は、本発明に係る超音波診断装置の第３の実施形態を示す構成図である。
【００９１】
　第３の実施形態の超音波診断装置１Ｂは、装置本体２Ｂに超音波プローブ３と、モニタ
４とを設けて構成される。装置本体２Ｂは、送受信部５、Ａ／Ｄコンバータ６、信号処理
部７、検波部８、スキャンシーケンス制御部９Ｂ、システム制御部１０および表示部１１
を備えている。装置本体２Ｂの各構成要素は、回路により、または制御プログラムをコン
ピュータのＣＰＵに読み込ませて構築することができる。なお、図１５に示す超音波診断
装置１Ｂにおいて、図１に示す超音波診断装置１と同一要素には同一符号を付して説明を
省略する。
【００９２】
　スキャンシーケンス制御部９Ｂは、スキャンシーケンス制御部９の機能に加え、周波数
スペクトルが互いに異なる超音波パルスｐ１，ｐ２のうち、一方の位相を反転させて超音
波プローブ３からそれぞれ一定の間隔で送信されるようにスキャンシーケンスを生成する
。なお、超音波診断装置１Ｂは、超音波診断装置１Ａと組合せが可能である。
【００９３】
　次に超音波診断装置１Ｂの作用について説明する。
【００９４】
　図１６は、図１５に示す超音波診断装置１Ｂによりマイクロバブルを造影剤として用い
たコントラストエコー法による血流の映像化を行なう際の手順を示すフローチャートであ
り、図中Ｓに数字を付した符号はフローチャートの各ステップを示す。
【００９５】
　ステップＳ２１において、中心周波数ｆ１の超音波パルスｐ１、中心周波数ｆ２の超音
波パルスｐ２のうち一方のパルス波形を位相反転して超音波送信を行なって受信エコーＥ
１、Ｅ２を受信する。
【００９６】
　なお、ステップＳ２２乃至Ｓ２５については、図２を用いて説明したステップＳ２乃至
Ｓ５をそれぞれ適用する。また、説明の便宜上、送信順序を超音波パルスｐ１，ｐ２，ｐ
３の順とするが、送信順序は、超音波パルスｐ１，ｐ２，ｐ３の順に限定されるものでは
ない。
【００９７】
　図１７は、周波数スペクトル（図１７および図１８では中心周波数）が互いに異なる２
つの超音波パルスを同位相で送信する場合の２つのパルス波形と、それらパルス波形を合
成したパルス波形との一例を示す図である。一方、図１８は、超音波診断装置１Ｂで送信
される３つのパルス波形を示し、中心周波数が互いに異なる２つの超音波パルスの一方を
位相反転して送信した場合の２つのパルス波形と、それらパルス波形を合成したパルス波
形との一例を示す図である。
【００９８】
　図１７および図１８の横軸は、時間を示す。図１７に示した３つのパルス波形は、中心
周波数が互いに異なる超音波パルスｐ１，ｐ２を同位相で送信する場合の超音波パルスｐ
１，ｐ２のパルス波形と、超音波パルスｐ１，ｐ２を同位相で送信する場合のパルス波形
を合成したパルス波形とを示す。
【００９９】
　一方、図１８に示す３つのパルス波形は、中心周波数が互いに異なる超音波パルスｐ１
，ｐ２の一方（例えば、超音波パルスｐ２）を位相反転して送信する場合の超音波パルス
ｐ１，ｐ２のパルス波形と、位相反転された超音波パルスｐ１，ｐ２を線形演算して合成
される超音波パルスｐ３のパルス波形とを示す。図１８に示す超音波パルスｐ３のパルス
波形は、図１７に示す超音波パルスｐ３のパルス波形と比較して、超音波パルスｐ２の位
相反転によりピークが減少していることが分かる。図１８に示すように超音波パルスｐ３
のパルス波形のピークが減少すると、超音波パルスｐ３の送信によって受信されたエコー



(15) JP 5388416 B2 2014.1.15

10

20

30

40

50

信号の飽和が減少するという利点がある。言い換えれば、図１８に示すように超音波パル
スｐ３のピークが減少すると、超音波パルスｐ３による超音波送信によって受信されたエ
コー信号のゲインを大きく設定できる利点がある。
【０１００】
　図１９は、超音波パルスの一方を位相反転させるか否かにおけるバブルエコーおよび組
織エコーの周波数スペクトルを示す図である。
【０１０１】
　図１９の上段は、超音波パルスｐ１，ｐ２，ｐ３を、図１７に示す各パルス波形によっ
て超音波送信した場合のバブルエコーおよび組織エコーの周波数スペクトルを示す。一方
、図１９の下段は、超音波パルスｐ１，ｐ２，ｐ３を、図１８に示す各パルス波形によっ
て超音波送信した場合のバブルエコーおよび組織エコーの周波数スペクトルを示す。
【０１０２】
　図１９によると、図１８に示す各パルス波形によって超音波送信した場合、エコー信号
の飽和が減少することによってバブルエコーの信号強度を増大できる一方、組織エコーの
信号強度を低減できることが分かる。エコー信号の飽和が起こると、組織エコーがＥｃ１
≠Ｅｃ２≠Ｅｃ３となることにより、線形演算でクラッタ成分をキャンセルできなくなる
。
【０１０３】
　本実施形態の超音波診断装置１Ｂおよびその制御プログラムによると、生体組織からの
超音波エコーを抑圧しつつ、より多くの異なる半径のバブルからの超音波エコーを映像化
することにより、より高感度でバブルによる染影を容易に認識することができる。
【０１０４】
　また、本実施形態の超音波診断装置１Ｂおよびその制御プログラムによると、超音波パ
ルスｐ２の位相反転により超音波パルスｐ３のパルス波形のピークを減少させることで、
バブルエコーの信号強度を増大できる一方、組織エコーの信号強度を低減できる。
【０１０５】
　図２０は、本発明に係る超音波診断装置の第４の実施形態を示す構成図である。
【０１０６】
　第４の実施形態の超音波診断装置１Ｃは、装置本体２Ｃに超音波プローブ３と、モニタ
４とを設けて構成される。装置本体２Ｃは、送受信部５、Ａ／Ｄコンバータ６、信号処理
部７、検波部８、スキャンシーケンス制御部９Ｃ、システム制御部１０および表示部１１
を備えている。装置本体２Ｃの各構成要素は、回路により、または制御プログラムをコン
ピュータのＣＰＵに読み込ませて構築することができる。なお、図２０に示す超音波診断
装置１Ｃにおいて、図１に示す超音波診断装置１と同一要素には同一符号を付して説明を
省略する。
【０１０７】
　スキャンシーケンス制御部９Ｃは、スキャンシーケンス制御部９と比較して、超音波プ
ローブ３の使用方法および送信される超音波パルスが相違する。なお、超音波診断装置１
Ｃは、超音波診断装置１、超音波診断装置１Ａおよび超音波診断装置１Ｂのうち少なくと
も１つと組合せが可能である。
【０１０８】
　なお、超音波診断装置１Ｃの作用については、超音波プローブ３の使用方法および送信
される超音波パルス以外の点は、図１に示す超音波診断装置１、超音波診断装置１Ａまた
は超音波診断装置１Ｂの作用と実質的に異ならない。
【０１０９】
　図２１乃至図２４は、図２０に示す超音波診断装置１Ｃにおける超音波パルスの送信方
法を説明するための図である。
【０１１０】
　図２１乃至図２４に示すように超音波診断装置１Ｃでは、送受信に用いられる超音波プ
ローブ３の送信開口３ａが送受信ごとに異なるものとされる。すなわち、超音波プローブ
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３の送信開口３ａが少なくとも１つの異なる超音波振動子を構成要素とする複数のグルー
プに分割される。ただし、超音波プローブ３の送信開口３ａは、互いに排他的な超音波振
動子を構成要素とする複数のグループに分割されることが制御上容易であり、実用的であ
る。
【０１１１】
　例えば、図２１に示すように、１次元状に複数の送信開口３ａが配列するプローブ表面
を有する超音波プローブ３の場合に、第１の送信開口グループＡと第２の送信開口グルー
プＢが設定される。例えば、第１の送信開口グループＡと第２の送信開口グループＢは共
通部分がなく互いに排他的であるものとされる。
【０１１２】
　そして、図２２の斜線部分に示すように始めに第１の送信開口グループＡに属する送信
開口３ａのみが送信用に使用され、第１の送信開口グループＡに属する送信開口３ａから
中心周波数ｆ１の周波数スペクトルをもつ第１の超音波パルスｐ１が送信される。そうす
ると、第１の超音波パルスｐ１によって第１の音場が形成され、第１の音場に応じた受信
エコーＥ１を得ることができる。
【０１１３】
　次に、図２３の斜線部分に示すように第２の送信開口グループＢに属する送信開口３ａ
のみが送信用に使用され、第２の送信開口グループＢに属する送信開口３ａから第１の超
音波パルスｐ１の中心周波数ｆ１と異なる中心周波数ｆ２の周波数スペクトルをもつ第２
の超音波パルスｐ２が送信される。そうすると、第２の超音波パルスｐ２によって第２の
音場が形成され、第２の音場に応じた受信エコーＥ２を得ることができる。ここで、第２
の超音波パルスｐ２の中心周波数ｆ２以外の帯域Ｂ２や振幅Ａ２等のパラメータが第１の
超音波パルスｐ１の帯域Ｂ１や振幅Ａ１等のパラメータと異なるように設定してもよい。
【０１１４】
　続いて、図２４に示すように第１の送信開口グループＡに属する送信開口３ａおよび第
２の送信開口グループＢに属する送信開口３ａの双方が送信用に同時に使用される。そし
て、第１の送信開口グループＡに属する送信開口３ａからは中心周波数ｆ１の周波数スペ
クトルをもつ第１の超音波パルスｐ１が送信される一方、第２の送信開口グループＢに属
する送信開口３ａからは中心周波数ｆ２の周波数スペクトルをもつ第２の超音波パルスｐ
２が送信される。そうすると、第１の超音波パルスｐ１および第２の超音波パルスｐ２に
よって第３の音場が形成され、第３の音場に応じた受信エコーＥ３を得ることができる。
【０１１５】
　このように、第１の超音波パルスｐ１および第２の超音波パルスｐ２を同時に送信して
第３の音場を形成すると、第３の音場により得られる受信エコーＥ３は、第１の超音波パ
ルスｐ１および第２の超音波パルスｐ２を合成して得られる第３の超音波パルスｐ３を送
信した場合に得られる受信エコーと同等となる。換言すれば、超音波プローブ３の互いに
異なる送信開口３ａから第１の超音波パルスｐ１および第２の超音波パルスｐ２を同時に
送信することは、実質的に第１の超音波パルスｐ１および第２の超音波パルスｐ２を合成
して得られる第３の超音波パルスｐ３を送信することに相当する。
【０１１６】
　つまり、超音波診断装置１Ｃは、合成前の超音波パルスｐ１，ｐ２をそれぞれ互いに異
なる送信開口３ａから送信し、合成すべき超音波パルスｐ３を送信パルスとしてではなく
送信音場として合成するようにしたものである。換言すれば、超音波診断装置１Ｃは、超
音波プローブ３において使用されるチャンネルを切換えることにより合成前の超音波パル
スｐ１，ｐ２を送信する一方、超音波パルスｐ１，ｐ２の送信に用いられたチャンネルを
使用して送信音場として超音波パルスｐ３を合成するようにしたものである。
【０１１７】
　このため、図１に示す超音波診断装置１の場合と同様に、組織エコーを抑圧しつつ、異
なる半径を有するバブルからのエコーを映像化できるため、血流の描出感度を向上させる
ことができる。さらに、合成すべき超音波パルスｐ３を精度よく生成して送信する性能が



(17) JP 5388416 B2 2014.1.15

10

20

30

40

50

送受信部５に設けられるパルサーに十分に備わっていないような場合であっても、送信音
場として超音波パルスｐ３が合成されるため、組織エコーの抑圧の効果を十分に得ること
が可能となる。
【０１１８】
　尚、図２２、図２３および図２４の送信順序は任意に変更可能である。また、送信開口
３ａを３つ以上の送信開口グループに分割して、３つ以上の互いに異なる周波数スペクト
ルを有する超音波パルスを音場として合成できるように構成することもできる。また、目
的とする音場を形成できれば、各送信開口グループ間に共通の超音波振動子が存在しても
よい。あるいは使用しない超音波振動子が存在してもよい。
【０１１９】
　また、信号処理部７における受信エコーの線形演算において、位相補正や振幅補正を実
施することもできる。
【０１２０】
　本実施形態の超音波診断装置１Ｃおよびその制御プログラムによると、生体組織からの
超音波エコーを抑圧しつつ、より多くの異なる半径のバブルからの超音波エコーを映像化
することにより、より高感度でバブルによる染影を容易に認識することができる。
【０１２１】
　図２５は本発明に係る超音波診断装置の第５の実施形態を示す構成図である。
【０１２２】
　第５の実施形態の超音波診断装置１Ｄは、装置本体２Ｄに超音波プローブ３と、モニタ
４とを設けて構成される。装置本体２Ｄは、送受信部５、Ａ／Ｄコンバータ６、信号処理
部７、検波部８、スキャンシーケンス制御部９Ｄ、システム制御部１０および表示部１１
を備えている。装置本体２Ｄの各構成要素は、回路により、または制御プログラムをコン
ピュータのＣＰＵに読み込ませて構築することができる。超音波診断装置１Ｄでは、コン
ベックススキャンやリニアスキャンの場合を想定している。なお、図２５に示す超音波診
断装置１Ｄにおいて、図１に示す超音波診断装置１と同一要素には同一符号を付して説明
を省略する。
【０１２３】
　スキャンシーケンス制御部９Ｄは、スキャンシーケンス制御部９と比較して、超音波プ
ローブ３の使用方法および送信される超音波パルスが相違する。なお、超音波診断装置１
Ｄは、超音波診断装置１Ａおよび超音波診断装置１Ｂのうち少なくとも１つと組合せが可
能である。
【０１２４】
　なお、超音波診断装置１Ｄの作用については、超音波プローブ３の使用方法および送信
される超音波パルス以外の点は、図１に示す超音波診断装置１、超音波診断装置１Ａまた
は超音波診断装置１Ｂの作用と実質的に異ならない。
【０１２５】
　図２６および図２７は、図２５に示す超音波診断装置１Ｄにおける超音波パルスの送信
方法を説明するための図である。
【０１２６】
　図２６および図２７に示すように超音波診断装置１Ｄでは、超音波プローブ３に設ける
一定ｃｈ（チャンネル）の超音波振動子群（例えば１６ｃｈ）毎に超音波パルスｐ６およ
び超音波パルスｐ７が交互に割り当てられる。ただし、超音波プローブ３の送信開口は、
互いに重なりをもたない超音波振動子を構成要素とする複数のグループに分割されること
が好ましい。
【０１２７】
　図２６は、超音波振動子群のｃｈ数とは無関係に設定された送信開口グループによって
送信ビーム（受信ビーム）を形成する場合を説明するものである。このように、送信開口
グループＡと送信開口グループＢ（例えば、共に２０ｃｈ）を基に受信ビームＲを形成し
た場合、送信開口グループＡの受信ビームＲＡと送信開口グループＢの受信ビームＲＢと
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で超音波パルスのｐ６，ｐ７の割合が異なってしまう。よって、受信ビームＲＡ，ＲＢを
、超音波診断装置１の超音波パルスｐ１（又は超音波パルスｐ２）から形成される受信ビ
ームとすると、非線形効果や飽和の程度が異なってしまう。
【０１２８】
　一方、図２７は、超音波診断装置１Ｄで用いる送信開口グループを示し、超音波振動子
群のｃｈ数の正の偶数倍で設定された送信開口グループによって送信ビーム（受信ビーム
）を形成する場合を説明するものである。このように、送信開口グループＡと送信開口グ
ループＢ（例えば、共に３２ｃｈ）を基に受信ビームＲを形成した場合、送信開口グルー
プＡの受信ビームＲＡと送信開口グループＢの受信ビームＲＢとで超音波パルスのｐ６，
ｐ７の割合が一致する。
【０１２９】
　図２８は、図２５に示す超音波診断装置１Ｄにより生成された超音波画像を説明するた
めの図である。
【０１３０】
　図２８の上段は、図２６に示すように超音波振動子群のｃｈ数とは無関係に設定された
送信開口を基に生成された超音波画像を示す。一方、図２７に示すように超音波振動子群
のｃｈ数の２倍で設定された送信開口を基に生成された超音波画像を示す。
【０１３１】
　図２８の下段の超音波画像は、図２８の上段の超音波画像と比較して、非線形効果や飽
和の程度の差異が抑えられ、超音波画像上に現れる縦スジが薄くなっていることが分かる
。
【０１３２】
　本実施形態の超音波診断装置１Ｄおよびその制御プログラムによると、生体組織からの
超音波エコーを抑圧しつつ、より多くの異なる半径のバブルからの超音波エコーを映像化
することにより、より高感度でバブルによる染影を容易に認識することができる。
【０１３３】
　また、本実施形態の超音波診断装置１Ｄおよびその制御プログラムによると、送信開口
内の超音波パルスｐ１を送信する超音波振動子と超音波パルスｐ２を送信する超音波振動
子の比率を一定に設定することで、超音波画像上に現れる縦スジを薄くすることができる
。
【図面の簡単な説明】
【０１３４】
【図１】本発明に係る超音波診断装置の第１の実施形態を示す構成図。
【図２】図１に示す超音波診断装置によりマイクロバブルを造影剤として用いたコントラ
ストエコー法による血流の映像化を行なう際の手順を示すフローチャート。
【図３】図１に示す超音波診断装置において送信される複数の超音波パルスに対応する周
波数スペクトルの一例を示す模式図。
【図４】図３に示す各超音波パルスの送信によってそれぞれ得られるバブルからの受信エ
コーの周波数スペクトルの一例を示す模式図。
【図５】図１に示す超音波診断装置において映像化される周波数帯域を示す図。
【図６】図１に示す超音波診断装置において造影画像用データとして用いる受信エコーと
背景の組織画像用データとして用いる受信エコーとの信号の流れを示したブロック図。
【図７】図１に示す超音波診断装置において造影画像と背景の組織画像とをモニタに並列
表示した例を示す模式図。
【図８】図１に示す超音波診断装置において造影画像と背景の組織画像とをモニタに重畳
表示した例を示す模式図。
【図９】図１に示す超音波診断装置において造影画像と背景の組織画像とをモニタに透か
し表示した例を示す模式図。
【図１０】図１に示す超音波診断装置において送信される各超音波パルスの周波数スペク
トルの組合せの変形例を示す図。
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【図１１】本発明に係る超音波診断装置の第２の実施形態を示す構成図。
【図１２】図１１に示す超音波診断装置によりマイクロバブルを造影剤として用いたコン
トラストエコー法による血流の映像化を行なう際の手順を示すフローチャート。
【図１３】図１１に示す超音波診断装置において送信される複数の超音波パルスに対応す
る周波数スペクトルの一例を示す模式図。
【図１４】図１１に示す超音波診断装置において映像化される周波数帯域を示す図。
【図１５】本発明に係る超音波診断装置の第３の実施形態を示す構成図。
【図１６】図１５に示す超音波診断装置によりマイクロバブルを造影剤として用いたコン
トラストエコー法による血流の映像化を行なう際の手順を示すフローチャート。
【図１７】周波数スペクトルが互いに異なる２つの超音波パルスを同位相で送信する場合
の２つのパルス波形と、それらパルス波形を合成したパルス波形との一例を示す図。
【図１８】中心周波数が互いに異なる２つの超音波パルスの一方を位相反転して送信した
場合の２つのパルス波形と、それらパルス波形を合成したパルス波形との一例を示す図。
【図１９】図１７に示す各パルス波形によって超音波送信した場合のバブルエコーおよび
組織エコーの周波数スペクトルと、図１８に示す各パルス波形によって超音波送信した場
合のバブルエコーおよび組織エコーの周波数スペクトルを示す図。
【図２０】本発明に係る超音波診断装置の第４の実施形態を示す構成図。
【図２１】図２０に示す超音波診断装置における超音波パルスの送信方法を説明するため
の図。
【図２２】図２０に示す超音波診断装置における超音波パルスの送信方法を説明するため
の図。
【図２３】図２０に示す超音波診断装置における超音波パルスの送信方法を説明するため
の図。
【図２４】図２０に示す超音波診断装置における超音波パルスの送信方法を説明するため
の図。
【図２５】本発明に係る超音波診断装置の第５の実施形態を示す構成図。
【図２６】図２５に示す超音波診断装置における超音波パルスの送信方法を説明するため
の図。
【図２７】図２５に示す超音波診断装置における超音波パルスの送信方法を説明するため
の図。
【図２８】図２５に示す超音波診断装置１Ｄにより生成された超音波画像を説明するため
の図。
【符号の説明】
【０１３５】
１，１Ａ，１Ｂ，１Ｃ，１Ｄ　超音波診断装置
２，２Ａ，２Ｂ，２Ｃ，２Ｄ　装置本体
３　超音波プローブ
４　モニタ
５　送受信部
６　Ａ／Ｄコンバータ
７　信号処理部
８　検波部
９，９Ａ，９Ｂ，９Ｃ，９Ｄ　スキャンシーケンス制御部
１０　システム制御部
１１　表示部
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